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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年７月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１１月９日 ０３時２５分ごろ 

発生場所 長崎県対
つ

馬
しま

市比
ひ

田
た

勝
かつ

港北方沖 

対馬市所在の三島
みつしま

灯台から真方位００１°６,５００ｍ付近 

（概位 北緯３４°４６.８′ 東経１２９°２６.８′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 DONGJIN
ド ン ジ ン

 HAKATA
ハ カ タ

（大韓民国籍）、４,００９トン 

   ９０４５９９８（ＩＭＯ番号）、Dongjin Shipping Co., Ltd. 

   １０７.７７ｍ×１５.８５ｍ×８.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,３９７kＷ、１９９３年２月２５日 

Ｂ 漁船 海
かい

子
こ

丸、４.９トン  

   ＮＳ３－６０２８６４（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９４ｍ（Lr）×２.６９ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、平成１０年１２月２５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ５９歳 

 免状不詳 

  甲板長Ａ（大韓民国籍） 男性 ５７歳 

 海技免状等 なし 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

     免許登録 日 平成１４年４月５日 

     免許証交付日 平成２３年８月２６日 

（平成２９年４月４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部に損傷、マストが折損、パラシュート型シーアンカーを亡

失 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板長Ａほか１５人が乗り組み、甲板長Ａと甲

板員１人が航海当直に就き、航海灯を表示し、福岡県福岡市博多港か
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ら大韓民国釜山港へ向けて比田勝港北方沖を自動操舵によって約１

１.５ノットの速力で北西進中、釜山港入港後に来客の予定があった

ので、甲板長Ａが甲板員にトイレ掃除を指示して単独で船橋当直に当

たった。 

甲板長Ａは、船首方約５海里（Ｍ）にＢ船の灯火を認め、レーダー

で１隻であることを確かめたのち、操舵室右舷後方の海図室に入り、

同海図室をカーテンで遮蔽して対馬周辺の海図を調べる作業を始め

た。 

甲板長Ａは、海図室での作業を終えてカーテンを開けたところ、船

首方の至近に迫ったＢ船の集魚灯を認め、とっさに自動操舵で右舵を

取り、平成２４年１１月９日０３時２５分ごろ比田勝港北方沖でＢ船

の至近を通過した。 

甲板長Ａは、左舷船尾方に浮いているＢ船を認めて衝突を免れたも

のと思い、船長ＡにＢ船のことを報告せずに北西進を続けた。 

甲板長Ａは、０３時４０分ごろＶＨＦ無線電話で海上保安庁からＡ

船が呼び出されたので、Ａ船がＢ船と衝突したものと思い、船長Ａに

事故の報告をして反転し、Ａ船は比田勝港沖へ向かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、比田勝港北方沖において、航海

灯を表示したほか、出力３kＷの集魚灯２個、黄色の回転灯１個及び

作業灯を点灯し、船首からパラシュート型シーアンカー（以下「パラ

アンカー」という。）を投入して漂泊を行い、夜明けからの一本釣り

漁の操業に備え、仮眠をとりながら餌用のいか釣りを始めた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用し、長靴をはいて操舵室前方の船員室で

仮眠中、「ガツーン」という衝撃で目が覚めた。 

船長Ｂは、右舷側にＡ船の船体を認め、その後、Ｂ船がＡ船に引き

ずられることから、そのうちにＢ船が転覆するものと思い、更に１着

の救命胴衣を持って耐えていたところ、Ａ船がＢ船から離れて行き、

Ａ船の船尾にハングル文字の船名が書かれていたので、０３時２７分

に海上保安庁へ通報したのち、自力で比田勝港に帰港した。なお、パ

ラアンカーは、切断されて亡失した。 

船長Ｂは、海上保安庁への通報時刻から、衝突時刻は０３時２５分

ごろで、ＧＰＳの記録から、衝突場所は北緯３４°４６.７７０′東

経１２９°２６.８２２′と思った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：うねり 北東、波高 約１.５～２.０ｍ 

 その他の事項 

 

船長Ａは、航海当直を船長Ａ、一等航海士及び二等航海士の３人に

それぞれ甲板員１人を加えた１直２人による３直制としており、船長

Ａの当直では更に甲板長Ａを加えていたが、甲板長Ａに当直を任せ、

主に船長室で他の仕事を行っていた。 

Ｂ船のパラアンカーは、パラシュートの直径が約１２ｍ、アンカー
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ロープの直径が約６mmで船首から約５０ｍ繰り出されていた。 

喫水は、Ａ船が船首約４.８０ｍ、船尾約６.４０ｍであり、Ｂ船が

船首約０.７０ｍ、船尾約１.１５ｍであった。 

Ｂ船は、１.５Ｍレンジにしたレーダーを使用していたが、衝突予

防警報装置のスイッチを切っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、比田勝港北方沖を北西進中、甲板長Ａが、船首方にＢ船の

灯火を視認したのち、海図室で作業を行っていたことから、作業を終

えた際に船首方の至近に迫ったＢ船の集魚灯を認め、Ａ船の船首部と

Ｂ船のパラアンカーとが衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、比田勝港北方沖で漂泊して一本釣り漁の餌のいか釣りを行

っていた際、船長Ｂが仮眠をしていたことから、Ａ船とＢ船のパラア

ンカーとが衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船のパラアンカーは、Ａ船に引きずられたことから、切断されて

亡失したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、比田勝港北方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船

が漂泊中、甲板長Ａが海図室で作業を行い、また、船長Ｂが仮眠をし

ていたため、Ａ船とＢ船のパラアンカーとが衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・海技免状を有する乗組員が船橋当直に就くこと。 

 ・航行中、単独で船橋当直に就いている場合は、他の業務を行わず

見張りに専念すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


